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令和８年度檜原村予算編成内容 
について

　令和８年度予算編成における各会計の要求額※１は下表のとおりでした。

　要求内容を精査し、限られた財源の中で必要な経費を必要な施策に配分しバランスの取れた予算

編成を行っていきます。

（単位：千円）

区分　 令和８年度歳出要求額 令和８年度歳入要求額 令和７年度当初予算額

一般会計 4,786,208 3,892,452 3,880,000

国民健康保険 606,000 606,000 569,000

事業勘定 359,000 359,000 346,000

診療施設勘定 247,000 247,000 223,000

都民の森管理運営事業 134,000 134,000 129,000

介護保険 497,000 497,000 465,000

介護サービス事業 55,000 55,000 54,000

後期高齢者医療 98,000 98,000 96,000

特別会計合計 1,390,000 1,390,000 1,313,000

合計 6,176,208 5,282,452 5,193,000
※１　要求額は確定した予算額ではありません。

　令和８年度予算編成にあたり、村民対話集会等における皆様からのご意見・ご要望を反映した内

容をお知らせします。

〇交通安全運転注意喚起横断幕作成 〇高齢者補聴器購入助成金

〇こども食堂推進事業補助金 〇運転免許自主返納補助金の見直し

〇ナラ枯れ伐採業務委託 〇観光トイレ設計委託

〇ハザードマップ作成委託（更新） 〇避難所用備品購入費

など

※なお、上記内容は議決前の内容ですので今後変更になる場合があります。

◎問い合わせ先　企画財政課企画財政係　内線 215

お知らせ
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令和８年　２月号

檜原村地域振興券を交付します！
　檜原村では、国の重点支援地方交付金を活用し物価高騰対策臨時支援として「檜原村地域振興券」

を交付します。

村民１人あたり　２万円分（１, ０００円券２０枚綴りを一冊）

※交付の詳細は次号以降の広報でお知らせします。

◎問い合わせ先　産業環境課観光商工係　内線 122・128

令和８年度会計年度任用職員 
（パートタイム）募集

◆募集する職種及び人数（勤務先：檜原村学校給食共同調理場）
職種 業務内容（人数） 勤務日数 勤務時間（施設長の指示する時間）
調理員 学校給食調理（若干名） 週２～５日 午前７時３０分～午後３時４５分※時間は相談可

◆募集する職種及び人数（勤務先：檜原村立図書館）
職種 業務内容（人数） 勤務日数 勤務時間（施設長の指示する時間）

事務等 図書館事務等（１名） 週３日 午前９時３０分～午後６時００分※時間は相談可
土・日曜日勤務できる方

　※図書館での勤務経験または図書館司書の資格をお持ちの方を歓迎します。
　※普通自動車免許をお持ちの方

◆応募期間　　�２月９日（月）～２月２７日（金）※土・日・祝日を除く� �

受付時間：午前９時～午後５時（正午から午後１時までは除く）

◆報 酬 等　　規定の報酬・交通費を支給

◆雇用形態　　会計年度任用職員

◆選考方法　　書類審査、面接

◆応募方法　　�令和８年２月２７日（金）までに総務課で配布、又は、檜原村ホームページに掲載

された「令和８年度檜原村会計年度任用職員申込書」に必要事項を記入の上、総務

課総務係まで提出してください。なお、提出された書類は返却いたしません。

◎問い合わせ先　総務課総務係　内線 213・216
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村役場での確定申告・住民税申告受付が
２月１６日（月）から始まります

　令和７年分の住民税申告と、所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付が始まります。
　受付期間：２月１６日（月）から３月１２日（木）まで
　　　　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く
　時　　間：午前８時３０分～正午、午後１時～午後５時
※住民税申告のみの方は２月２日（月）から受付を行います。
※�３月１２日（木）以降の確定申告は村役場では受付できません。納税の場合は延滞金が発生す
ることがありますのでご注意ください。
※�土地・建物、株式などの譲渡所得、山林所得、利子所得、退職所得、住宅借入金等特別税額控
除の初年度申告、青色申告、農業・営業などの所得、消費税、相続税、贈与税については、村
役場では申告できません。必ず青梅税務署で申告してください。
★�窓口の混雑回避のため、申告書の作成については、窓口で必要書類を提出いただき、後日郵送
にて控えを送付いたします。ただし課税資料が不足した場合は、再度来庁していただく場合が
あります。
★申告書の提出のみの場合は、郵送にてご提出ください。
　・確定申告書の提出先…青梅税務署　・住民税申告書の提出先…村民課税務係

確定申告について
【確定申告の持ち物】
　主に次のものが必要です。
①源泉徴収票（原本）
②控除証明書（社会保険や生命保険・地震保険など控除に必要な書類）
③医療費控除の明細書　※領収書のみの場合では受付できません。
④申告者本人の預貯金の口座番号・支店名がわかるもの
⑤マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード
　�マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類（通知カード等）及び身元確認書類（運
転免許証等）
※申告内容により上記以外のものが必要な場合もありますので注意してください。
【公的年金等の収入金額が４００万円以下の方（その他の所得が２０万円以下に限る）について】
　以下のいずれにも該当する場合には、納税額がある場合でも確定申告の必要はありません。
①公的年金等（その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。）の収入金額が４００万円以下
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が２０万円以下
　※�年金の源泉徴収票に記載されているもの以外の控除（社会保険料、生命保険料、医療費等の
控除、扶養親族の追加など）がある場合は、住民税申告をしてください。

住民税申告について
【住民税の申告が必要な方】
　令和７年中の収入などを村に申告していただくものです。
　・勤務先から檜原村へ給与支払報告書の提出がない方
　・給与所得以外の所得があり、確定申告をする必要がない方
　・�収入がなく、どなたの扶養にもなっていない方や檜原村以外に住んでいる方の扶養親族になっ
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令和８年　２月号

ている方
　・�年金収入が４００万円以下で控除（社会保険料、生命保険・地震保険料、医療費等の控除など）
の追加がある方

　・遺族年金・障害年金などの非課税年金のみの方
【住民税申告の持ち物】
　確定申告の持ち物と同じ

◎問い合わせ先　
確定申告について　
　青梅税務署　〒198-8530　青梅市東青梅4-13-4　℡ 0428-22-3185
住民税申告について　　
　村民課税務係　内線 112

令和８年　確定申告・住民税申告夜間受付日程
月　日 曜日 受　付　時　間 会　場

２月２６日 木 午後５時３０分～午後６時３０分 檜原村役場村民課窓口

３月１２日 木 午後５時３０分～午後６時３０分 檜原村役場村民課窓口

※電話による事前予約制

　電話受付：�開庁日の午前８時３０分から正午、午後１時から午後５時まで

　受付日の前日までに予約をしてください。

※�土地・建物、株式などの譲渡所得、山林所得、利子所得、退職所得、住宅借入金等特別税額控除

の初年度申告、青色申告、農業・営業などの所得、消費税、相続税、贈与税については、村役場

では申告できません。必ず青梅税務署で申告してください。

　青梅税務署に確認が必要な申告は受付できません。

◎問い合わせ先　村民課税務係　内線 114

〈広告〉
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農地を相続した際の届出はお済みですか？
　相続などにより新たに農地の権利を取得した場合には届出が義務付けられています。

届出が必要な方

　農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した方

　　例）相続・遺産分割、法人の合併・分割など

　　　　※農地は農地法の許可を受けなければ、貸借・売買ができません。

届出先

　産業環境課農林産業係

◎問い合わせ先　産業環境課農林産業係　内線 129・130

森林の所有者変更は届出が必要です
　森林の土地の所有者となった方は、市町村への届出が義務付けられています。

届出が必要な方

　個人・法人を問わず森林の土地を新たに取得した方

　　例）売買・相続・贈与・法人の合併など

届出先

　取得した土地のある市町村

　※�必要書類等の詳しい内容については、右のQRコードにてご確認ください。� �

ご不明点等ございましたら、下記担当までお問い合わせください。

◎問い合わせ先　産業環境課農林産業係　内線 129・130

〈広告〉
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令和８年　２月号

令和８・９年度村内事業者向け 
物品買入れ等入札参加資格審査 

申請について
　檜原村が発注する物品等の入札・契約を希望される方は入札参加資格審査の申請をしてください。

●対　　象　　電子調達サービスで入札参加資格審査の申請を行わない村内事業者

●受付期間　　令和８年２月１３日（金）～３月１３日（金）※土・日・祝日を除く

●受付時間　　午前８時３０分～午後５時１５分

●受付場所　　檜原村役場２階　企画財政課　企画財政係

●申請方法　　持参のみ

●申請様式　　申請様式の用紙は檜原村役場企画財政課で配布

●有効期間　　令和８年度・令和９年度（２年間）

※�電子調達サービスで入札参加資格申請を希望される方は、東京電子自治体共同運営サービスホー

ムページをご覧ください。� �

https://www.e-tokyo.lg.jp/top/index.html

◎問い合わせ先　企画財政課企画財政係　内線 215

三頭山の日イベント
　檜原都民の森では３月１３日を三頭山の日として、近い休日に三頭山の日イベントを毎年開催し

ています。皆様のご来園をお待ちしています。

開 催 日 時：令和８年３月１５日（日）午前１０時～午後３時

場　　　　所：檜原都民の森

イベント内容：�①クライミング体験� �

②縁日コーナー� �

③木工体験� �

④モルック体験� �

⑤スタンプラリー（クイズに答え、先着順で豪華景品プレゼント‼）

◎問い合わせ先　檜原都民の森管理事務所　℡ 042-598-6006
　　　　　　　　　　　　　　Mail：info@hinohara-mori.jp

お
知
ら
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防災行政無線などを用いた全国一斉の 
緊急情報の伝達試験のお知らせ

　檜原村では、地震や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達試験を行います。
　この試験は、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ（ジェイ・アラート））（※）を用いた試験で、
檜原村以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達試験が行われます。

試験実施日　令和８年２月６日（金）　午前１１時頃

試験で行う内容

情報伝達手段 内　　　　　　　容

①�防災行政無線
の放送

村内３４か所に設置してある屋外の防災行政無線及び各家庭に配付してある個別受信機から、次の放送
内容が一斉に放送されます。
【放送内容】
防災行政無線チャイム
＋　「これは、Ｊアラートのテストです。」×３
＋　「こちらは、ぼうさいひのはらです。」
＋　防災行政無線チャイム

②�行政情報等
メール配信
サービスによ
るメール配信

檜原村行政情報等メール配信サービスにご登録を頂いている方には、次の内容のメールが登録されてい
るメールアドレスへ送信されます。
【送信内容】
「試験送信」
「全国一斉の緊急情報伝達試験を実施しています。檜原村では、防災行政無線による放送及び行政情報
等メール配信サービスを実施しています。」

檜原村行政情報等メール配信サービスの内容のメール配信を希望する方は、下記メールアドレスに
メールを送信の上、返信メールのリンクから登録をお願いいたします。
メールアドレス：bousai.hinohara-vil@raiden3.ktaiwork.jp

（※）�Ｊ－ＡＬＥＲＴ（ジェイ・アラート）とは、地震や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛
星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

◎問い合わせ先　総務課総務係　内線 212・216

24時間年中無休で安心をお届けします
◆営業品目◆
各種消火器・住宅用火災警報器・防災用品
消防設備保守点検・防火対象物点検・避難設備
自動火災報知設備及び消火設備設計施工

〒190-0021  立川市羽衣町3-27-19

TEL 042－523－3337代
FAX 042－525－3302

http：//www.kousaikai.com

消防・防災全般
備えあれば憂いなし！

消火器・住宅用火災警報器・消防ポンプ・消防団用品
防災用品全般販売・消防設備設計・施工・保守点検

建築設備・防火対象物点検

株式会社　セイフティー
（旧：株式会社　きしの防災）

safety@sft-bousai.com

〈広告〉

お
知
ら
せ

8 広報 ひのはら　R ８. ２



令和８年　２月号

コミュニティーセンター等の屋外に 
ＡＥＤを設置しました

　村内にある４か所のコミュニティーセンター（南郷、人里、小沢、樋里）と藤倉ドームに屋外壁
掛け式のＡＥＤ（自動体外式除細動器：心停止の人を救助する医療機器）を設置しました。
　村では、従来から村内の公共施設２３か所にＡＥＤを設置してい
ましたが、いずれも建物内に設置されているため、休館日等は使用
できませんでした。今回コミュニティーセンター等に設置したＡＥ
Ｄは屋外壁掛け式のため、救命講習を受けたことがある方ならだれ
もが、２４時間使用でき緊急時にＡＥＤを操作して人命救助に当た
ることができます。
　ＡＥＤは－５℃以下の温度環境では使用できなくなることがある
ため、温度管理された収納ボックスに収められています。収納ボッ
クスの扉を開くとブザーが鳴りますが、扉を閉めれば鳴りやみます。
　万が一ＡＥＤを使用した際はパッドの交換が必要になるため、下
記に連絡して下さい。

◎問い合わせ先　総務課総務係　内線 212・216

監査結果報告
　檜原村監査委員により下記の監査が行われました。

例月出納検査
１　対象
　　令和７年度１１月分　檜原村一般会計及び５特別会計
　　令和７年度１１月分　２公営企業会計
２　実施日
　　令和７年１２月２４日（水）
３　審査方法
　　�　会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか会計毎に調書を作成し、現金の出納
及び保管の状況を検査しました。

４　結果
　　�　令和７年度１１月分一般会計及び５特別会計、令和７年度１１月分２公営企業会計を検査し
た結果、伝票、証拠書類等正確に整理されており指摘事項もなく良好であり、正確に執行され
ていました。

◎問い合わせ先　議会事務局議事係　内線 311

お
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「秋川クリーンアップ２０２６」
内　　　容　�「秋川と暮らし、共に生きる」をテーマとして、誰もが気軽に楽しく参加できる秋川の清掃活動を実施

します。清掃後にあきる野市認定のＢ級グルメ「だんべぇ汁」など地元の食材を使用した軽食をご用
意しています。

日　　　時　�令和８年２月２１日（土）午前１０時３０分～午後１時 （雨天・荒
天中止）

場　　　所　リバーサイドパーク一の谷周辺※秋川河川
費　　　用　無料
主　　　催　東京都競馬グループ（株式会社東京サマーランド）
申込み方法　�申込みフォームまたは電話� �

※詳細は、秋川クリーンアップ２０２６ホームページ参照

秋川クリーンアップ
２０２６ホームページ 申込みフォーム

第７回 東京都競馬グループ・東京サマーランド 
「チャリティー音楽会」

内　　　容　�あきる野市出身のソプラノ歌手やヴァイオリニスト等の音楽家
が、秋川流域の四季を音楽にした“秋川組曲”やアニメ映画や有
名なクラシックなど幅広い世代の方にお楽しみいただける楽曲を
演奏いたします。その他、チャリティーも行います。

　　　　　　○出演者 ･･･�橋本夏希（ソプラノ）、中村そのみ（ヴァイオリン）、ヴィ
レッジミュージックアンサンブル（リコーダー・ハー
プ）、小春空トリオ（オカリナ・フルート）他

日　　　時　３月１４日（土）午後２時開演（午後１時３０分開場）予定
場　　　所　Ｓ＆Ｄ秋川キララホール
費　　　用　①�前売券 ･･･ 大人１，０００円、子ども（３歳～小学生）・学生

５００円
　　　　　　　�いろどり屋（トラストルピア１階）、武蔵五日市駅前観光案内所、

檜原村観光協会（檜原村地域交流センター）、秋川渓谷瀬音の湯、
わんダフルネイチャーヴィレッジ（センターハウス）、電子チ
ケットにて販売中。

　　　　　　②当日券 ･･･�大人２，０００円、子ども（３歳～小学生）・学生
６００円

　　　　　　　開催当日会場にて販売。
　　　　　　　※�前売券・当日券ともに、わんダフルネイチャーヴィレッジ入園ご招待券１枚付きとなります。� �

（有効期間：令和８年３月１５日～７月５日まで）
　　　　　　　※�チャリティーとして、チケット売上金額の一部を特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン

に寄付いたします。
そ　の　他　詳細はチャリティー音楽会ホームページをご確認ください。
主　　　催　東京都競馬グループ（株式会社東京サマーランド）

◎申込み・問い合わせ先　わんダフルネイチャーヴィレッジ　℡ 042-558-5861

チャリティー
音楽会
ホームページ

電子チケット
ＱＲコード

お
知
ら
せ
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令和８年　２月号

弁護士による無料法律相談
　日常の暮らしの中で困っていること、心配ごと、悩みごとなどありませんか。

　ささいなことでも結構です。皆様のよりよい暮らしのために相談してみてはいかがでしょうか。

日　　時　３月１２日（木）午後１時～午後４時（受付時間：午後０時５０分～午後３時３０分）

場　　所　檜原村役場３階住民ホール

対 象 者　村内在住の方

相談方法　面談による相談

◎問い合わせ先　村民課村民保険係　内線 111

【日本年金機構】 
予約による年金相談について

　年金相談・お手続の際は、予約相談をご利用ください。

　予約相談希望日の前日まで受付けています。

　ご予約の際は、基礎年金番号の分かる基礎年金番号通知書や年金手帳、年金証書をご準備ください。

〈予約電話番号〉

　☎０５７０－０５－４８９０

　☎０３－６６３１－７５２１（０５０から始まる電話からおかけになる場合）

〈受付時間〉

　月曜日～金曜日（平日）午前８時３０分～午後５時１５分

　（土日祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

◎問い合わせ先　ねんきんダイヤル　℡ 0570-05-1165

〈広告〉

ICHIKEN

檜原村2877 TEL 598－0513
FAX 598－0047

一般土木工事一式
東京都知事許可（般-6）第111726号

仕出し

  岡部 竜州
檜原村�������������������������

季節折々のお弁当・オードブルをお届けします

注文合計 ����� 円以上
未満＆村外※は+配達料���円で配達

※あきる野市・日の出町の一部

お気軽にご相談下さい！　　　　　　　お気軽にご相談下さい！　　　　　　　

御会食・お祝・法事・おせち料理御会食・お祝・法事・おせち料理

����や���������からも

☎ �������������

檜原
村内

配達
OK

注
文


�

く
ら
し

くらし
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マイナンバーカードに関する
有効期限について

　有効期限を迎える方は、更新手続が必要です。有効期限の２～３か月前を目途に有効期限通知書
が送付されます。

☆カードの有効期限は１０年です
　カード本体の更新は、有効期限通知書に同封されている申請書に必要事項を記入し、写真を貼り
郵送で申請していただくか、申請書に記載のQRコードを読み取りスマートフォン等から申請して
いただけます。
　また、村民課窓口で申請のサポートを行っていますので、申請書をご用意の上お越しください。

☆カードに格納されている電子証明書の有効期限は５年です
　電子証明書の更新は、「本人」もしくは「代理人」が手続きを行うことができます。以下の書類等
をご用意の上、村民課窓口までお越しください。

手続を行う方 手続に必要なもの

本人の場合
①マイナンバーカード
②有効期限通知書
③暗証番号

代理人の場合

①本人のマイナンバーカード
②有効期限通知書
③�照会書兼回答書に必要事項（暗証番号については、現在設定されているもの）
を記入のうえ、専用封筒に入れられたもの。
④代理人の本人確認書類（写真付きなら１点、それ以外の場合は２点必要）

～ご注意～
有効期限通知書が届いた方に、代理で更新手続をすると言って、マイナンバーカードと暗証番号を
だまし取ろうとする不審な電話に注意してください。見知らぬ第三者にマイナンバーカードを渡し、
暗証番号を教えないようお願いします。

◎問い合わせ先　村民課村民保険係　内線 111・115

～今月の納期～　３月２日（月）です
　　　　　　　　・国民健康保険税第８期　・後期高齢者医療保険料第８期
　　　　　　　　・介護保険料第８期

納め忘れのないようにお願いいたします。

～地方税お支払サイト～
※介護保険料、後期高齢者
医療保険料の支払いには対
応しておりません。

く
ら
し
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令和８年　２月号

高齢者医療費助成の申請は 
お済みですか？

　檜原村高齢者医療費助成制度は、受診月の翌月から２年以上経過すると請求できなくなりますの
で、申請がお済みでない方はお早めに申請してください。
　高齢者医療費助成とは、村民の皆さまが診療所や病院・薬局・治療院等の窓口で支払う金額（一
部負担金）の半額（１/２）を助成する村独自の助成制度です。
　診療所や病院・薬局・治療院等で支払った分の領収書は忘れずに保管しましょう。

▽助成対象者▽
次の条件のすべてを満たす方
①７５歳以上の方
②村内に住民登録をした日から引き続き３年以上住所のある方
③後期高齢者医療被保険者の方
④檜原村介護保険被保険者の方
⑤後期高齢者医療保険料及び介護保険料を１年以上滞納していない方
⑥生活保護法による保護を受けていない方
※年の途中で上記の条件のすべてを満たす場合には、満たした日からが対象となります。

▽医療費の助成申請方法▽
　診療所や病院・薬局・治療院等で支払った「領収書」をなるべく１か月分まとめて、翌月に下記
申請受付場所へ申請してください。

（申請受付場所・時間）
・役場１階　村民課窓口
・やすらぎの里１階　福祉けんこう課窓口
　（午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日・祝日、年末年始除く）

▽申請に必要なもの▽
①高齢者医療費助成金支給申請書（窓口に用意してあります）
②後期高齢者医療資格確認書またはマイナ保険証
③介護保険被保険者証
④印鑑
⑤領収書
⑥振込口座の通帳（口座番号がわかるもの）
※�対象者本人のものを原則とします。対象者が死亡、またはやむを得ず本人以外の名義の口座を指
定する場合、申立書や委任状が必要です。

▽助成対象外の費用について▽
・保険適用でない治療や薬剤にかかる費用
・入院時の食事療養及び生活療養標準負担額
・他の法令によって助成される部分
・高額療養費に該当する部分
・医師の証明書にかかる文書作成料
・申請する月から２年以上前に受診した費用

◎問い合わせ先　村民課村民保険係　内線 116・119

く
ら
し

広報 ひのはら　R ８. ２ 13



使っていないバイク・軽自動車等は 
廃車の手続を！

　軽自動車税はバイクや車を４月１日に所有している方に課税されます。バイクや車がないのに廃
車の手続をしないと、継続して税金がかかりますので、必ず廃車の手続をしてください。
　また、車種によって手続をする場所が異なりますので、下記をご参照ください。
●�排気量が１２５ｃｃ以下の原動機付自転車、小型特殊自動車（いずれも標識番号が「檜原村」ま
たは「桧原」で始まるもの）
　手続、問い合わせ先：檜原村役場　村民課　税務係
●�排気量が１２６ｃｃ以上のバイク（標識番号が「八王子」または「多摩」で始まるもの）
　手続・問い合わせ先：東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所
　八王子市滝山町 1-270-2　☎ 050-5540-2034
●軽自動車（標識番号が「八王子」または「多摩」で始まるもの）
　手続・問い合わせ先：軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所
　青梅市新町 6-18-2　☎ 050-3816-3103

◎問い合わせ先　村民課税務係　内線１１７

令和８年度交通災害共済
「ちょこっと共済」加入申込みについて

　「ちょこっと共済」は、東京都３９市町村の住民が会費を出し合い、交通事故によるケガでの入院・通院日数に応
じて、見舞金を受けられる助け合いの制度です。

　加入を希望される方は以下の受付窓口までお越しいただくか、インターネット申込みをご利用ください。
　（自治会長による取りまとめは廃止しました）

申込み方法

受付窓口＜令和８年２月２日（月）から受付開始＞
　・役場１階村民課　
　・やすらぎの里ふれあい館１階　
　※インターネット申込みは２月１日（日）から受付開始

加入できる方　　村内に住民登録をしている方
会費（年間）　　Ａコース　　１，０００円　　　Ｂコース　　　　５００円
見　舞　金　　コースごとに設定され、交通災害の程度によって共済見舞金は異なります。
申込書の配布　　�申込書は今月の広報ひのはらに折り込まれています。� �

役場１階村民課、やすらぎの里ふれあい館１階に設置します。
公費負担加入者
　次の方々は、村費負担でＢコースに加入しますのでお申込みの必要はありません。
　差額５００円を自己負担することでＡコースへの変更も可能です。　※コース変更はお申込みが必要です。

◎村内に住民登録のある小・中学生　　　◎消防団員（機能別消防団員を含む）
現在加入している方へ
　現在加入されている方の共済期間は、令和８年３月３１日満了となります。

◎問い合わせ先　村民課村民保険係　内線 111
ちょこっと共済ホームページ　https://chokottokyosai.jp

く
ら
し

14 広報 ひのはら　R ８. ２



令和８年　２月号

路上駐車はやめましょう
災害時には・・・
　○�災害等が発生した場合、災害復旧作業や緊急車両等の通行の支障となることがありますので、
路上駐車はしないようお願いします。

道路交通法では・・・
　○�駐車禁止等の標識がなくても長時間の路上駐車は違反となりますので、必ず駐車場や車庫等決
められた場所に駐車するようお願いします。

降雪時には・・・
　○�宅地内の雪を道路に出すと通行の支障や事故の原因となりますので、道路に雪を出さないよう
お願いします。

◎問い合わせ先　産業環境課建設係　内線 125・131

ごみ・資源の出し方について
■充電式の電池が取り外せないごみの出し方について
　充電式の電池が取り外せないごみは、透明な袋に入れて、有害ごみの日に出してください！

※充電式の電池が取り外せないごみとは
　充電式のおもちゃ、電子たばこ、電動歯ブラシ、電気シェーバー　など
　※�充電式の電池が取り外せるごみ（デジタルカメラなど）は、電池は有害ごみ（指定袋）、本体は
使用済小型電子機器となります。

■資源（紙類・布類）の出し方について
　資源（紙類・布類）は、段ボール、新聞紙、雑誌、紙パック、布類等に分類し、それぞれ別々に
紐で十字に縛って出してください。

　ごみの減量・分別にご協力をお願いいたします。

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線 121・127

一般建築・リフォームのことなら
なんでもご相談下さい！！
一般建築・リフォーム

株式会社 光壽建築
代表取締役　野村　正雄

〒190-0212 東京都西多摩郡檜原村435-2
TEL 042-598-0870
FAX 042-598-1300

光
壽

〈広告〉

6

代表取締役　吉 澤 伸 行

檜原村2733-2

日の出町事務所・工場　TEL 597-0984
E-mail:yoshizawa-k@kve.biglobe.ne.jp

建築一式工事業

環
境
・

下
水
道

環境・下水道
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ヘルシ～ひのはらいふ
　栄養教室「ヘルシ～ひのはらいふ」を行います。

　みなさんが健康で豊かな生活を実現していけるよう、健康に関する正しい情報をお伝えする場、

正しい食生活を身に付けていただく場です。

　今年度最後のテーマは膵
すい

臓
ぞう

病です。ぜひ、ご参加ください。

対象者　�ご興味のある方は、どなたでもお申込みいただけます（定員１２名です。３月６日（金）

までにお申込みください。）。

日　時　３月１８日（水）　午前１０時～午後１時

場　所　やすらぎの里　保健センター（けんこう館２階）

◎申込み・問い合わせ先　福祉けんこう課けんこう係　℡ 042-598-3121

こちら地域包括支援センターです！！
～出前講座を行います～

　「介護保険について知りたい！」「認知症ってどんな病気？」「財産管理をどうしよう・・・」

　など、みなさんの要望に沿って、出前講座を行います。

　地域や団体で学んでみたいことがあればお気軽に地域包括支援センターまでご連絡ください。

栄養教室

◎問い合わせ先　檜原村地域包括支援センター　℡ 042-598-3121

２�月の 
精神保健巡回相談

【日時】２月１９日（木）午後２時～午後４時

　ご自身やご家族のこころの健康について、

専門医と保健師がご自宅に訪問して相談に応

じます。秘密は厳守いたします（費用無料）。

２月の栄養相談
【日時】２月１８日（水）　２月２５日（水）
　　　 午前９時３０分～午後３時

【会場】やすらぎの里　保健センター
　　　 （けんこう館２階）

　ご自身やご家族の栄養についての疑問や食

事療法などについて、栄養士・保健師がご相

談に応じます。

★ご利用される場合には、ご予約が必要となります。詳細につきましては、お問い合わせください。

◎問い合わせ先　福祉けんこう課けんこう係　℡ 042-598-3121

福
祉
・

け
ん
こ
う

福祉・けんこう

16 広報 ひのはら　R ８. ２



令和８年　２月号

檜原村ファミリー・サポート・センター 
事業登録会員募集

　この事業は、子育ての手助けが必要な方（利用会員）と子育てを手伝ってくださる方（協力会員）
が会員となり、地域の中で助け合いながら子育てをする会員組織です。
　下記のとおり会員を募集しますので、希望される方はこども家庭センターまでご連絡ください。

会員の種類・資格
　○利用会員（子育ての手助けが必要な方）
　�　村に住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）による届出をしている方でおおむね生後６か
月から小学校４年生までの子どもを持つ保護者
　○協力会員（子育てを手伝ってくださる方）
　�　村に住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）による届出をしている方で２０歳以上の健康
な方
　○両方会員
　　利用会員と協力会員の両方を兼ねてできる方

活動内容
　①　保育施設まで子どもの送迎をする。
　②　保育施設の保育開始前や終了後、子どもを預かる。
　③　学校の放課後または児童館終了後、子どもを預かる。
　④　保護者等の病気や急用等の場合に子どもを預かる。
　⑤　冠婚葬祭や子どもの学校行事の際、子どもを預かる。
　⑥　その他
　　＊子どもを預かる場合は、原則として協力会員の自宅で行う。
　　＊�支援活動は、早朝、夜間にわたることもありますが、原則として子どもの宿泊は行わない。

報酬基準

平　　　　日
午前７時から午後７時 １時間あたり　７００円

上　　記　　以　　外 １時間あたり　９００円

土・日・祝日 終　　　　　　　　日 １時間あたり　９００円

＊利用会員は、預かってもらった時間数に応じて報酬を協力会員に支払います。

会員になるには
　こども家庭センター（やすらぎの里内）にある入会申込書に必要事項をご記入の上、ご提出くだ
さい。特別な資格などはありませんが、会員の方が安心して育児に関する相互援助活動が行えるよう、
センターでは会員を対象に育児に関する知識・技術を身につけるための講習会を実施する予定です。

◎申込み先　檜原村こども家庭センター（やすらぎの里内）　℡ 042-598-3122
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檜原村の高齢者支援事業
　高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けられるようにするため、檜原村では様々な事業
を行っています。

◆高齢者等買い物支援事業
　事前に村に登録された協力店が、注文のあった商品を自宅までお届けします。

◆高齢者等ＩＣＴみまもり事業
　高齢者の自宅の電球をハローライトに換え、電球に点灯／消灯の動きがない場合、事前に登録さ
れたメールアドレスに連絡します。

◆高齢者電話見守り事業
　毎日、自動的にかかる電話により、サービス利用者の体調・安否を確認し、事前に登録されたメー
ルアドレスに報告します。

◆高齢者等ごみ収集支援事業
　ごみ出しが困難な高齢者や障害者の方などを対象に、ごみや資源を玄関先まで戸別収集に伺いま
す。

◆高齢者自立支援住宅改修給付事業
　高齢者のいる世帯に対し、転倒防止・介護の軽減等を図るため住宅改修を行った際の助成事業です。

◆高齢者自立支援日常生活用具給付事業
　日常生活を営むのに支障がある高齢者に対して日常生活用具を給付します。

◆高齢者宅警報機器等取付事業
　一人暮らし高齢者等の本人及び離れて暮らす家族が安心して生活できるよう、高齢者宅に機器を
取り付ける事業です。

◆介護保険市町村特別給付 ･介護保険地域支援事業（配食サービス）
　自らが食事を用意することに支障のある高齢者を対象に栄養のバランスのとれたお弁当を配送し
ます。（年末年始祝日を除く月曜、火曜、木曜）

◆高齢者等外出支援事業
　公共交通機関やデマンドバスが通っていない地域を対象に、実施しています。

◆要介護者タクシー乗車料金等助成金
　要介護１以上の方がタクシーなどを利用した際の利用料金の一部を助成します。

◆高齢者運転免許自主返納者支援補助金
　運転免許を自主返納した方へ生活交通費の一部を補助します。

※各種事業の利用には事前申請が必要です。

◎問い合わせ先　福祉けんこう課福祉係　℡ 042-598-3121

福
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〈広告〉

土地や家、不動産を売りたい方、貸したい方
リフォームや空家解体のご相談など
お気軽にお問い合わせください

スマートフォン相談会の開催について
　スマートフォンの基本操作から応用操作まで、専門講師が相談に乗ります。スマートフォンの使
用方法やアプリケーションの便利な使い方など、お気軽にご相談ください。

内容 日程 場所

スマートフォンの使い方
２／１７（火）午前１０時～正午 やすらぎの里　多目的ホール
３／３（火）午前１０時～正午 やすらぎの里　多目的ホール

※２日間開催します。どちらか一方の参加でもかまいません。

〇対　象　村内在住で、５０歳以上の方
〇費　用　無料
〇持ち物　スマートフォン（所有している場合）・筆記用具

「ヘルプカード」を配布しています
　障害のある方の中には、自分から「困っている」ことをなかなか伝えられない人や聴覚や内部障
害など、一見障害があるとわからない人もいます。「ヘルプカード」は障がいのある方が、日常生活
や緊急時、災害時に周囲に手助けを求めるために所持するカードです。

ヘルプカードを配布しています
　ヘルプカードと専用ホルダーを、対象の方に無料で配布しています。
▽対　　象　�村内在住で身体・知的・精神障がいのある方、難病の方等、日常生活や緊急時に支援

を必要とする方
▽配布場所　やすらぎの里福祉けんこう課けんこう係

ヘルプカードの活用場面
▽災害のとき
　災害が発生したとき、災害に伴う避難生活が必要なとき
▽緊急のとき
　道に迷ってしまったとき、パニックや発作、病気のとき
▽日常的に
　ちょっとした手助けが欲しいとき

皆さんの手助けが必要です
　ヘルプカードを持っていて困っている方を
見かけたら、次のような手助けをお願いしま
す。
▽「どうしましたか」と声をかけてください。
▽相手に伝わっているかを確認しながらゆっ
　くり話しかけてください。
▽ヘルプカードを提示されたら、カードに書
　いてある内容に沿った手助けや記載されて
　いる連絡先への連絡をお願いします。

◎申込み・問い合わせ先　福祉けんこう課福祉係　℡ 042-598-3121

◎問い合わせ先・配布窓口
福祉けんこう課けんこう係（やすらぎの里内）

℡ 042-598-3121
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大人のスポーツ教室開催のお知らせ
◆日　　時　　�３月５日（木）　� �

午後７時～８時３０分　※受付：午後６時４５分～

◆種　　目　　卓　球

◆場　　所　　檜原村福祉センター

　　　　　　　※�駐車場の数に限りがあります。� �

乗り合わせができる方は乗り合わせでお越しください。

◆主　　管　　檜原村スポーツ推進委員会

◆参 加 費　　無　料

◆対 象 者　　高校生以上

◆持 ち 物　　上履き、タオル、飲み物等　※ラケットをお持ちの方はご持参ください。

◆そ の 他　　�事前申込みの必要はありませんが、当日会場にて受付をします。当日は運動のできる服装で

お越しください。荒天等により中止になる場合がありますのでご了承願います。

みんなの参加を
待ってるじゃが！

◎問い合わせ先　教育課社会教育係　℡ 042-598-1011　内線 227

ハギレを使って貼り絵を作ろう！
　アクセサリー等の制作を手掛ける「チトセヤ」の髙木さんを講師にお招きして、ワークショップ

を開催します。

　「イラナイモノからステキナモノへ」をテーマに、着物などのハギレを貼り合わせて季節の絵を一

緒に作ってみませんか？

開 催 日：２月２２日（日）
時　　間：第１回　午前１１時から正午まで
　　　　　第２回　午後２時から３時まで

場　　所：檜原村立図書館　学習室
定　　員：先着各８名　（親子で参加も可能）
参 加 費：無料

応募方法：２月１８日（水）までにメールまたは電話でお申し込みください。

檜原村立図書館ホームページ　https://uf-pub02.ufinity.jp/hinohara/

◎申込み・問い合わせ先　檜原村立図書館　℡ 042-598-1160�
　　　　　　　　　　　　E-mail　tosyo116@joy.ocn.ne.jp

教
育
・
文
化

教育・文化
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令和７年度
「檜原村地域おこし協力隊活動報告会」

を開催します　
　現在、檜原村で活動している地域おこし協力隊員の活動報告会を開催します。都市部から移住し、
知識や経験を生かしながらそれぞれの目標に向けて、どのような活動に取り組んでいるかを知って
いただける機会ですので、ぜひご参加ください。（申込不要、入場無料）

記
日　時：３月１５日（日）午後１時３０分～午後３時３０分まで
場　所：檜原村役場３階　住民ホール　
内　容：隊員による報告、質疑応答など

◎問い合わせ先　企画財政課むらづくり推進係　℡ 042-519-9556

こどもも大人もホッとできる
居場所を目指して

～任意団体「檜原たねとつち」～
　「檜原たねとつち」では、檜原村の自然や地域資源を活かし、子ど
もたちが安心して過ごせる居場所づくりに取り組んでいます。
２０２５年１１月、檜原学園マラソン大会後に、やすらぎの里３階
和室で第７回だれでも食堂を開催し、８０名以上の参加がありまし
た。豚汁など村の食材を使った温かいご飯や災害備蓄食を提供し、
防災に触れる機会にもなりました。参加者やボランティアの方から
は、地域のつながりを感じられたなど温かな声が寄せられました。
今後も多世代が安心して集える場を、地域の皆さんと共につくって
いきます。応援のほどよろしくお願いいたします。

※この事業の一部は、公益財団法人草の根育成財団の助成金を活用して実施しております。

◎問い合わせ先　檜原たねとつち（小柴）　メール：koubou.tane@gmail.com

村民ひろば

教養講座参加者募集！
　年間を通して『俳句教室』『水彩画教室』『水墨画教室』を開催しています。素敵な作品を一緒に作りませ
んか？皆様の申込みを随時お待ちしています。　※現状、水彩画教室は満席です。
○場　所　檜原村福祉センター又は檜原村役場
○参加費　無料
○対　象　村内在住・在勤者

◎申込み・問い合わせ先　教育課社会教育係　内線 227

第７回だれでも食堂食事中の様子

村
民
ひ
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令和８年　２月号

檜原村安全・安心むらづくり協議会からお知らせ
道路の凍結に注意しましょう！

　冬季の雨や積雪時、日かげ・橋の上・山道などの道路では路面が凍結し、滑りやすくなっています。
　スリップ事故や転倒事故が起こりやすいので注意してください。
　車を運転する際は、雪道や凍結した道路での急ハンドル・急ブレーキ・急加速をしない運転を励行して、交通事
故を起こさないよう、また交通事故に遭わないようにしましょう。
◎雪道・凍結した道路での安全運転アドバイス
○スタッドレスタイヤ、タイヤチェーンを装着する。（過信は禁物）
○発進、停止はゆっくりと。また、停止は早めの操作を心がける。
○前の車とは十分な車間距離をとる。
○橋の上は凍結しやすいので、ゆっくりと走行する。
○朝晩は、太陽の日差しがまぶしく路面の状況がわかりにくいので、凍結していると思って運転する。
○安全速度で運転する。
○カーブの手前等では十分に減速し、ゆっくりと走行する。

　歩行者の方も、凍結した路面には気をつけていただき、車に対してはいつも以上の注意をしていただくようお願
いします。

◎問い合わせ先　総務課総務係　内線 216・218

①�個人住民税の寄附金税額控除を受けるには確定申
告が必要です

　個人住民税の寄附金税額控除を受けるためには、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄に寄附先及び
寄附金額等を記載し、領収書等を添付の上、税務署に申告する必要があります（所得税が課税されずに個人住民税
のみが課税される方は、お住まいの区市町村に住民税申告を行ってください。）。
　なお、令和８年４月１日以降に支出する都知事が認可した公益信託への寄附金が新たに税額控除の対象となります。
　詳細は、ＨＰまたは下記問合せ先へ
※具体的な税額等に関する問合せはお住まいの区市町村へ

②�令和８年度定期課税分 自動車税種別割の障害者減
免申請の受付を行っています

　現在、新たに身体障害者手帳等の交付を受けた方、減免申請がお済みでない方を対象に、令和８年度分の自動車
税種別割の減免申請の受付を行っています。
　減免対象：身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合
　申請期限：令和８年６月１日（月）
　＊減免額には上限が設定されています。

◎問い合わせ先　主税局課税部課税指導課　℡ 03-5388-2969

◎問い合わせ先　東京都自動車税コールセンター　℡ 03-3525-4066

特別功労賞の受賞について
　第７９回東京都民生委員・児童委員大会において、檜原村民生児童委員の師岡宏文氏が、特

別功労賞を受賞されました。

　師岡氏は、長年にわたり民生児童委員として活動しており、檜原村の社会福祉の増進に尽力

された功績が認められました。

◎問い合わせ先　福祉けんこう課福祉係　℡ 042-598-3121
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介護がわかる・つながるマルシェ 開催
　介護や福祉をもっと身近に感じていただくイベント「介護がわかる・つながるマルシェ」を開催
します。
　当日は、西多摩地域の介護施設が集まり、介護サービスや入所に関する相談、就職相談ができるブー
スを設置します。「介護ってどんな仕事？」「施設ってどんなところ？」といった疑問に、直接相談
しながら知ることができます。
　また、テレビでおなじみのメイプル超合金の安藤なつさんを迎え、介護をテーマにしたトークイ
ベントも実施予定です。さらに、相談ブースにお越しいただいた方には、先着でノベルティをプレ
ゼントします。
　子どもから大人まで、どなたでも参加できるイベントです。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

日　時：令和８年２月１５日（日）午前１０時～午後４時
会　場：イオンモール日の出 メインコート
参加費：無料

◎問い合わせ先　社会福祉法人ほうえい会　
　　　　　　　　     特別養護老人ホーム栄光の杜施設長　三鴨　香奈
　　　　　　　　 〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井3052　℡ 042-597-1536

ストーブの取り扱いに注意しよう
　寒さが続くこの季節、暖房機器は欠かせませんが、使い方を間違えれば火災へつながる危険があ
ります。東京消防庁管内では、過去５年間でストーブ（電気、ガス、石油含む）が原因となる火災
は５３９件発生しています。原因として、ストーブの上に乾燥中の衣類が落下し出火、布団がストー
ブに接触し出火、石油ストーブの火をつけたまま灯油を入れたため出火、などが挙げられます。火
災を起こさないために、たとえば、外出時や就寝時は必ずストーブを消す、ストーブの周囲には布
団やカーテンなど燃えやすいものを置かない、スプレー缶を近づけない、石油ストーブは必ず火を
消してから給油する、などの対策があります。
　これからも、暖房機器を正しく使用するとともに、万が一のため家庭用消火器の設置や住宅用火
災警報器の点検などを行い、今年の冬を安全に過ごしましょう！

◎問い合わせ先　秋川消防署　℡ 042-595-0119

詐欺電話からあなたを守る！
STOP詐欺被害
　無料の警視庁防犯アプリ「デジポリス」に「国際電話番号ブロックシステム」が搭載されました。
特殊詐欺の被害は高齢者のみならず、幅広い世代で深刻な被害が発生しています。「デジポリス」の
「国際電話番号ブロックシステム」は、多くの詐欺に使われている国際電話番号からの着信や警察で
把握している犯罪に使用された電話番号をブロックします。
　まだデジポリスをご利用になっていない方は、この機会に「デジポリス」をダウンロードし、国
際電話番号ブロックシステムを設定しましょう。

「デジポリス」のダウンロードはこちらから　→

iPhone用（iOS） Android用

◎問い合わせ先　五日市警察署生活安全課　℡ 042-595-0110（内線 2612）

そ
の
他

24 広報 ひのはら　R ８. ２



令和８年　２月号

そ
の
他

広報 ひのはら　R ８. ２ 25



中
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　大
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樹
き

（出畑在住）
　協力隊の任期も残すところ２ヶ月となりました！

　みなさん「払沢の滝冬まつり」はご存知ですか？いつ滝が凍るかの氷瀑クイズも行っていま

す！毎日凍ったかどうかを実行委員が交代で確認をしております。

　私も協力隊１年目から確認を行っていますが、なぜか私のときはほとんど凍りません。今年

こそは私の日に凍っている滝を見てみたいなと思いながら、確認に行っています！

　もしみなさんもお時間がありましたら、朝確認に行ってみてください！

松
まつ

本
もと

　圭
よし

史
ふみ

（上元郷在住）
　前回の広報でご紹介した、オールドビーンズ（収穫後２年以上寝かせたコーヒー豆）で

すが、「コクテール堂」というお店でも取り扱っていることを知りました。山梨県韮崎市の

コーヒー豆の保管倉庫で「エイジング（自然乾燥）」させることで、タンニンを変化させ渋

味をなくし、旨味やコク、まろやかさ、そして甘みを含んだ味わいになるそうで、「エイジ

ングコーヒー」と呼ばれています。韮崎市で焙煎も行っています。また、国分寺市や神奈

川県相模原市など、檜原から比較的近い場所にカフェがあり、コーヒー豆を買うこともできるそうです。ぜひ現地へ

足を運び、視察したいと考えています。

林
はやし

　陽
あき

浩
ひろ

（千足在住）
　(公社 ) 日本山岳ガイド協会認定の登山ガイド資格取得に向けて、着々と歩を進めてい

ます。１１月に受けた筆記試験は無事に合格通知が届きました。この後のステップとして、

実技検定が２つあります。ひとつは「ルートガイディング・自然解説技術」、もうひとつは

「安全管理技術」です。自然解説技術については、都民の森でのガイドサポート業務を通じ

て得た知識や技術を駆使して臨みたいと思います。安全管理技術の検定はロープワークが

主体となります。こちらはまだまだ経験が不足しているので、３月の試験に向けて山の中で特訓を重ねたいと思います。

高
たか

橋
はし

　政
まさ

樹
き

（千足在住）
　今年は、滋賀の特産「日野菜かぶ」に挑戦しましたが、種まき時期が合わず、さらに今

年の秋は雨が全然降らず、満足のいく収穫ができませんでした。檜原村は、前住地も平均

気温が３～４℃低いため、一般的な栽培スケジュールでは上手く育たたないことを痛感！

来年こそは、この土地の気候に合わせ、滋賀よりも１ヶ月早く準備をスタートします。

　来年こそは檜原の皆様に美味しい日野菜かぶをお届けできるよう、栽培に励みます！

檜原村地域おこし協力隊
ひのはらだより Vol.116

「前列左から、髙橋政樹、林陽浩、�
後列左から、松本圭史、中澤大樹」

私の時は全然凍りません

まずは通販でコクテール堂の
コーヒー豆を取り寄せてみま
した！

テキスト三冊。筆記試験は４
科目と小論文でした

本当はこの漬け方で「日野菜
かぶ」のさくら漬けを作りた
かった。無念

そ
の
他
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令和８年　２月号

いま、檜原学園檜原小学校では・・・

【２・３月のおもな学校行事予定】
２月

　３日 (火 )　不審者対応避難訓練
　５日 (木 )　笑顔と学びの体験活動プロジェクト
　９日 (月 )　入学説明会
１０日 (火 )　校外学習 (たんぽぽ学級 )
１２日 (木 )　福祉体験 (４年 )
１３日 (金 )　国際子ども音楽祭 (５･６年 )
１７日 (火 )　和菓子作り体験 (６年 )　
１９日 (木 )　保育園交流 (１年 )
２０日 (金 )　社会科見学 (６年 )

２４日 (火 )　�授業参観・保護者会 (４･ ５･ ６年・たん
ぽぽ ) 

２６日 (木 )　保護者会 (１･２･３年 )
２７日 (金 )　薬物乱用防止教室 (６年 )

３月
　５日 (木 )　６年生を送る会
　７日 (土 )　土曜授業
１０日 (火 )　高齢者福祉施設訪問 (１･２年 )
２４日 (火 )　卒業式
２５日 (水 )　修了式

《連合音楽会》
　１１月７日（金）、Ｓ＆Ｄ秋川キララホールで行わ
れた連合音楽会に、本校からは３～６年生が出演し
ました。当日は、合唱「旅立ちの時～Asian Dream 
Song ～」と、合奏「『惑星』より木星」を披露しま
した。たくさんの保護者の皆様に見守られながら、
子供たちは心を一つにし、大変すばらしい発表をす
ることができました。帰校後の振り返りでは、「みん
なで気持ちを合わせて、最高の本番だった」といっ
た声も聞かれました。
　異学年での活動を通して、互いに支え合い、高め
合う経験ができたことは、本校にとって毎年ながら
大きな意義のある音楽会となっています。

《ドローン操縦体験》
　１１月１０日（月）に、経済産業省「探究・校務
改革支援サービス」を活用し、『ドローン操縦体験』
を行いました。対象の３～６年生は、実際に操縦し
てドローンを動かしたり、プログラミングによって
ドローンを制御したりする体験を行いました。安全
に関するルールも学びながら、今後、更に活用が期
待されるドローン技術に直接触れ、自ら操作できた
ことは、子供たちにとって非常に貴重な学びの機会
となりました。また、科学技術への関心を高めるきっ
かけにもなりました。

学校だより学校だより

《檜原学園マラソン大会》
　毎年恒例となっている「檜原学園マラソン大会」
を１１月２９日（土）に無事実施することができま
した。本大会は、駐在所や交通安全協会、保護者の
皆様、そして地域の方々の温かいご支援により、公
道をお借りして行うことができ、子供たちにとって
大変貴重な体験の場となりました。特に、大会の象
徴ともいえる白バイに先導されて走るレースは、子
供たちの心に強く残る思い出となったことでしょう。
沿道からの多くのご声援や交通規制へのご理解とご
協力に、心より感謝申し上げます。

《社会科見学 (４年・５年 )》
　１２月１６日（火）に、４年生と５年生がそれぞ
れ社会科見学に出かけました。４年生は、私たちの
生活から必ず出てくるごみや下水がどのように処理
されているのか、また、安全で安定した水道水がど
のような仕組みで届けられているのかを、実際の施
設見学を通して学びました。
　一方、５年生は車体工場で、生産ラインを間近に
見学し、最新の技術や環境に配慮したものづくりに
ついて理解を深めました。飲料製造工場では、映像
資料を通して飲み物が製造される過程を学ぶととも
に、資源の有効活用や二酸化炭素削減などの取組に
ついても知ることができました。

そ
の
他
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休日診療医療機関名のお知らせ
日（曜日） 医療機関名 住　　所 電　　話

２月１日
（日）葉山医院

あきる野市
引田５５２ ０４２－５５８－０５４３

８日（日）星野小児科内科クリニック
あきる野市
小川東１－１９－２０ １Ｆ ０４２－５５９－７３３２

１１日（水・祝） 米山医院 あきる野市
二宮１１３３ ０４２－５５８－９１３１

１５日（日）あきるの内科� �クリニック
あきる野市
二宮１０１１ ０４２－５５８－５８５０

２２日（日）いなメディカルクリニック
あきる野市
伊奈４７７－１ ０４２－５９６－０８８１

２３日（月・祝） 佐藤内科循環器科クリニック
あきる野市
秋川２－５－１ ０４２－５５０－７８３１

受付時間　午前９時～午前１１時４５分・午後１時～午後４時４５分

＊�午後の診療時間は変更となる場合がありますので、事前のご確認をお願いし
ます。また、受診する際は診療科目を事前に確認してください。

「広報ひのはら」は再生紙を利用しています。

防災行政無線メッセージサービス
ＴＥＬ０４２－５９８－１０３３

過去に放送した内容を聞くことができます。

テレホンサービスによる診療案内
東京消防庁救急相談センター TEL 042-521-2323

携帯電話・PHSは♯7119
秋川消防署 TEL 042-595-0119
東京都保健医療情報センター TEL 03-5272-0303

世帯と人口 （１月１日現在）
（　）内は前月比

女 

1,902
950

世帯数 1,096
男 952 1人増 1人減

増減なし2人減

　令和８年１月１２日（月・祝）に行われた、令和８年檜原村成人式「二十歳のつどい」にご出席さ
れた皆様です。
　当日は、８名の晴れやかな笑顔が集まりました。
　今後のご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。
　おめでとうございます。

晴れやかな門出

檜原村ジュニアスキー教室を
開催しました！

　１月４日～６日に、白馬岩岳スキー場（長野県白馬村）にて、檜原村の小中学生３２名、利

島村の小中学生１２名の参加により檜原村ジュニアスキー教室を開催しました。

　雄大な山々の風景を眺めながら、気持ちよくスキーを楽しみ、利島村の小学生と交流するこ

ともできました。


